
武蔵野市保育料審議会 資料３ 

 

武蔵野市保育料審議会について 

 

１ 目的  

  武蔵野市保育の実施に関する条例（平成 24 年 12 月武蔵野市条例第 41 号）第８条及び武蔵野

市保育の実施に関する条例施行規則（平成 10年３月武蔵野市規則第 16号）の規定に基づき、保

育料を改正することについて武蔵野市保育料審議会の意見を求めるため、「武蔵野市保育料審議

会」を設置する。 

 

２ 設置根拠（武蔵野市保育の実施に関する条例第８条） 

保育料の額について、市長の諮問に応じ審議するため、武蔵野市保育料審議会を置く。 

 

３ 会議 

  審議会は、学識経験者、武蔵野市医師会、武蔵野市民生児童委員、武蔵野市私立幼稚園連合会

及び武蔵野市認可保育園並びに武蔵野市保育園連合会を代表するもののほか、認証保育園、グル

ープ保育室、家庭福祉員並びに子育て支援団体を代表するもの及び保護者代表など 12 人以内で

構成し、年８回程度開催する。 

 

４ 任期 

  委員の任期は、平成 26年５月 30日から平成 26年 12月 31日までとする。 

  なお、第１回の審議会は、平成 26年５月 30日（金） 

 

５ 報酬 

 日額 １２，０００円 

 支払方法 口座振込（所得税を控除した額を振り込みます。） 

 

■委員名簿（敬称略） 
 

氏  名 職 選任区分 

榎田 二三子 武蔵野大学教育学部児童教育学科教授 学識経験者 

宇佐見 義尚 亜細亜大学経済学部経済学科准教授 学識経験者 

伊藤 寿賀子 武蔵野市医師会担当理事 医師会 

島田 豊文 武蔵野市第３地区民生児童委員協議会会長 民生児童委員 

加藤 篤彦 武蔵野市私立幼稚園連合会会長 私立幼稚園長 

中村 幸夫 武蔵野市私立保育園園長会 私立保育園長 

井原 高地 武蔵野市保育園父母会連合会会長 保育園保護者代表 

小野寺 直美 ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ武蔵野園長 認証保育園園長 

仁科 弘法 武蔵野市私立幼稚園ＰＴＡ連合会 幼稚園保護者代表 

早川 桂子 ひまわり保育室さくら 施設長 グループ保育室代表 

平湯 友子 NPO法人子育て応援スペース とことこ理事長 子育て支援団体代表 

番場 かよ子 家庭福祉員番場ママ 家庭福祉員代表 

 


